
○河内長野市営斎場条例 

昭和４８年６月３０日 

条例第２３号 

（目的） 

第１条 この条例は、斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるも

のとする。 

（設置） 

第２条 本市に斎場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 河内長野市営斎場金剛霊殿 

位置 河内長野市天野町１３０４番地の３ 

（指定管理者による管理） 

第３条 斎場の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であ

って、市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる

ものとする。 

（指定管理者の条件） 

第３条の２ 斎場の指定管理者は、斎場の設置目的を理解し、適正な管理

運営ができる法人その他の団体とする。 

（指定管理者の指定の期間） 

第３条の３ 指定管理者が、斎場の管理を行う期間は、指定の日から起算

して５年以内とする。 

２ 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定

することを妨げない。 



（指定管理者が行う業務） 

第３条の４ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 火葬の執行に関する業務 

(2) 斎場の施設（以下「施設」という。）の使用許可に関する業務 

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、斎場の運営に関する事務のうち、市長

のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務 

（開場時間） 

第３条の５ 斎場の開場時間は、午前９時から午後６時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、

市長の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。 

３ 前項の場合において、指定管理者は、その旨を斎場への掲示その他の

方法により、原則として１箇月前までに周知するものとする。ただし、

そのいとまがないときは、この限りでない。 

（休場日） 

第３条の６ 斎場の休場日は、１月１日及び１月２日とする。ただし、指

定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変

更することができる。 

２ 斎場を臨時に開場し、又は休場する場合においては、前条第３項の規

定を準用する。 

（使用の許可） 

第４条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受

けなければならない。 



２ 指定管理者は、告別収骨室又は待合室の使用が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）の活動を助長し、又は暴力団

の利益になると認めるときは、その使用を許可しないことができる。 

第５条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、

使用の許可を取り消すことができる。 

(1) 斎場を破損するおそれがあると認めるとき。 

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。 

(3) 告別収骨室又は待合室の使用について、暴力団の活動を助長し、又

は暴力団の利益になると認めるとき。 

(4) その他管理上支障のおそれがあるとき。 

第６条 指定管理者は、施設の使用を許可するときは、使用目的、期間及

び使用料、その他管理上必要な条件を付けることができる。 

（使用料） 

第７条 第４条第１項の規定により施設の使用許可を受けた者（以下「使

用者」という。）は、別表第１又は別表第２に定める使用料を使用許可

を受けた際に納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 市長が必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、

又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由

があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。 



（原状回復義務） 

第１０条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第５条の規定により

許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければなら

ない。 

（損害賠償） 

第１１条 使用者は、施設の使用中、建物又は設備をき損し、又は滅失し

た場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定

に基づき損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者不在期間中の読替等） 

第１２条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合、市長

が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１５年河内長野市条例第２８号）第６条第１項の規定により指定管理者

の指定を取り消した場合又は期間を定めて指定管理者に業務の停止を命

じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了す

るまでの間、この条例の規定（第３条から第３条の３までの規定を除く。）

中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えて適用する。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例の施行期日は、規則で定める。 

附 則（昭和５１年４月１日条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５３年７月１８日条例第３４号） 



この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年３月３１日条例第９号） 

この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月３０日条例第１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日条例第６号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２８日条例第２０号） 

この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２６日条例第２３号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月２３日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規

則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行前においても、使用許可等に関する指定管理者が行う

業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせること

ができる。 

（河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一

部改正） 

３ 河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平

成７年河内長野市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 



別表第１中「 

愛玩動物等の死体 収集処分する場合 １体につき ３，０００円 

持込処分する場合 １体につき １，５００円 

」を「 

愛玩動物等の死体 収集運搬する場合 １体につき １，５００円 

」に改める。 

附 則（平成２９年１２月２０日条例第３５号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

死亡人又は使用者が本市住民の場合の使用料 

施設の

名称 

種別 単位 使用料 摘要 

火葬室 １５歳以上の遺体 １体 ２０，０００円  

１５歳未満の遺体 １体 １４，０００円 

生後１箇月未満の遺体

及び死産児 

１体 ５，０００円 

手術肢体及び胞衣汚物 １個 ５，０００円 

愛玩動物等 １体 ３，０００円 

告別収

骨室 

 １時

間 

１，５００円 火葬１件につき、使

用開始から１時間



（火葬に要する時

間は除く。）は無料

とする。 

待合室  １時

間 

５００円  

霊安室  ２４

時間 

１，０００円  

備考 本市住民とは、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者を

いう（以下別表第２において同じ。）。 

別表第２（第７条関係） 

死亡人及び使用者が本市住民以外の場合の使用料 

施設の

名称 

種別 単位 使用料 摘要 

火葬室 １５歳以上の遺体 １体 ８０，０００円  

１５歳未満の遺体 １体 ６０，０００円 

生後１箇月未満の遺体

及び死産児 

１体 ３０，０００円 

手術肢体及び胞衣汚物 １個 ３０，０００円 

告別収

骨室 

 １時

間 

３，０００円 火葬１件につき、使

用開始から１時間

（火葬に要する時



間は除く。）は無料

とする。 

待合室  １時

間 

１，０００円  

霊安室  ２４

時間 

２，０００円  

 


